
令和６年第１回うきは市教育委員会定例会会議録 
 

開催日時    令和６年１月１１日（木） １８時００分～１８時４０分 

場    所    うきは市役所 西別館 第１会議室 

 

招  集  樋口 則之（教育長） 

 

出席委員    平位 秀敏（職務代理者）  家永 由里子（委員） 

       處  愛美（委員）     古賀 公彦（委員） 

 

事 務 局   井上 理恵（学校教育課長） 山崎 穣（生涯学習課長） 

        物部 由紀子（指導主事）   

 

 諸般の報告  なし 

 

議  事   議案第 1 号   うきは市中学校対外体育文化出場旅費等補助金交付要綱の

一部を改正する告示について 

       

  協議事項  なし 

          

報告事項 （１）令和５年１２月議会報告 

           ①一般質問  別紙のとおり 

 ②補正予算  令和５年度１２月補正予算・・可決 

（２）うきは市少人数指導特別教員の給与等に関する条例の一部を改正する 

条例の専決処分について 

（３）小中学校卒業式・入学式日程について（確認） 

          卒業式 ・小学校 ３月１４日（木）  ・中学校 ３月８日（金） 

          入学式 ・小学校 ４月９日（火）   ・中学校 ４月１０日（水） 

（４）区域外就学について 

（５）生徒指導上の諸問題に関する実態調査(令和５年１１月末 月例報告) 
   について 

 

 その他  （１）令和６年１月分、２月分 主な行事予定について 
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ただ今からうきは市教育委員会会議規則第３条第２項の規定に

より、定例教育委員会を開催いたします。 

会議の日程は本日限りといたします。 

本日の議事録署名者には、處委員を指名いたします。 

 諸般の報告について何かありますか。 

  

特にありません。 

 

議案について、事務局お願いします。 

 

議案第 1号  うきは市中学校対外体育文化出場旅費等補助金交付要綱 

の一部を改正する告示について 

 

この要綱については、「部活動の地区大会に出場するために要する旅費等を

補助することにより、生徒の部活動の育成を行うこと」を目的として実施し

ているものです。 

補助金の適用範囲は「旅費及び参加料」としていますが、近年の著しい気

温の上昇、また、空調費の高騰により、試合中の生徒の安全確保のため、大

会中の空調代が参加料に含まれるケースが見受けられるようになり、監査に

おいて要綱の改正を指摘されましたので、適用範囲を「旅費等」と改正する

ものです。 

附則として、この告示は公布の日からの施行としています。 

 

何かご意見・ご質問はありませんか。なければ議決を求めます。 

 

賛成 

 

次に協議事項について何かありますか。 

  

特にありません。 

 

報告事項について事務局お願いします。 

 

（１）１２月議会の一般質問に対して別紙のとおり対応しているためお読み

取りをお願いします。補正予算については、原案通り可決されました。 

（２）うきは市少人数指導特別教員の給与等に関する条例の一部を改正する

条例の専決処分について、給与等に関しては、県費常勤講師の給与に沿って

給与表を作成しています。今回、福岡県公立学校職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例が県の１２月議会で改正され、１２月２６日に公布され
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たことに伴い、県費常勤講師との均衡を図るため、うきは市少人数指導特別

教員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を令和５年１２月２７日付

で専決処分し、令和５年４月１日から適用としたものです。この専決処分に

より、該当職員に対して給与の差額を１２月２８日に支払っています。 

（３）小中学校卒業式・入学式日程について、記載のとおりですのでご確認

ください。 

（４）区域外就学については３名の申し出があっており、1名は転居予定、2

名は転出予定によるものであり、全て承認しています。 

（５）生徒指導上の諸問題に関する実態調査について、令和 5年 11 月分のい

じめ、不登校兆候、不登校等の状況について事務局より説明。 

 

何かご意見・ご質問はありませんか。 

 

権藤英樹議員の一般質問にある「スポーツ推進計画」についてですが、今

後どうされるのか伺います。 

 

第 2 次うきは市総合計画が令和 7 年度までとなっているため、第 3次うき

は市総合計画に向けた検討を踏まえて協議を行う予定です。また、この計画

の策定は努力義務であり、国の補助金等にも影響はありません。 

 

中学校の不登校の数が急に増えていますが、理由は何ですか。 

 

不登校兆候であった生徒が、累計で日数が 30 日を超えて不登校になったの

ではないかと考えますが、確証ではありません。遅刻 2 回で不登校兆候 1 回

にカウントされるので、それが積み重なることも要因の一つになると思いま

す。 

 

昼夜逆転になっている子も遅刻が多いのですか。 

 

昼夜逆転の子どもたちは「遅刻」というより「無気力」になるため、不登

校兆候ではなく不登校のケースが多くなります。 

 

不登校の生徒は 3年生が多いのですか。 

 

浮羽中、吉井中ともに 2年生が多いです。 

 

不登校がこれだけの数となると、学校以外の居場所を増やしたりするなど

対策を検討すべきではないかと思います。 
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スクールカウンセラーの先生に聞いたところ、カウンセラーの先生を増や

すより、今のうきは市の教育相談部会が他市にないとても良いやり方なので、

これを継続していくのがよいと言われたところです。 

多様な学びの場を考え、自立できる環境を作ることが大事と考えています。 

 

「オーバードーズ」という言葉が広く報道されているが、うきは市で薬物

乱用の実態はありますか。 

 

「薬物乱用」という報告は、学校から受けていません。 

 

大麻については「大学生 5 人に 1 人が使用している」との報道がありまし

た。 

 

オーバードーズは、風邪薬を小中学生が大量に買うことは可能であり、そ

れを大量に服用しておかしくなっている状況があっても、オーバードーズに

起因していると気付くのはとても難しいと思います。 

 

今後、この件に関して報告できることがあれば、また報告させていただき

ます。 

 

その他について事務局お願いします。 

 

 その他（１）令和６年１月、２月の主な行事予定を説明。 

 

 2 月のロードレース大会の場所はどこですか。 

 

 スポーツアイランドで開催します。 

 

 駐車場は確保できていますか。 

 

 スポーツアイランドの駐車場で足りると考えています。 

 

 全ての審議が終了しましたので、第１回教育委員会定例会を閉会いたしま

す。 
 

 

 

 

 



次回 定例教育委員会開催日程 

   令和６年２月８日（木）１８時００分～ 
うきは市役所 ３階 ３０２会議室 
 
 

 


